
 

会員代表者・経営幹部・人事・労務担当者 各位                                                                
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令和５年度第２回特別セミナー 
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【プログラム】 

１３：１５  受付開始予定  

１３：３０  開講   

１６：２０  質疑応答 

１６：３０  閉講 

解説のポイント・主な内容

 

◆ 業務命令無視などの勤務態度不良者、他の社員とのチ

ームワーク欠如・職務能力不足者、無断遅刻早退・無断

欠勤者、健康不安者への対応策 

◆ セクハラ・パワハラ等トラブルメーカー、私生活トラブル者

への対応策 ほか 

 

１．日 時  令和５年 11 月14 日 （火）  

１３：３0～１６:30 

２．講 師  石嵜・山中総合法律事務所 

 パートナー弁護士 土屋 真也 氏 

３．会   場   大宮ソニックシティビル４階 403会議室 

４．定 員  ４０名 (先着順・参加費無料) <会員限定> 

5．申 込 方 法   本会のホームページよりお申込みいただくか 

裏面申込書にてＦＡＸでお申し込み下さい。  

HP:https://www.saitamakeikyo.or.jp/ 

6．申 込 期 限   令和 5年 11月 7日(水) １７：００まで 
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【本件担当：山田】 TEL ０４８－６４７－４１００ 

講師プロフィール 

石嵜・山中総合法律事務所 

パートナー弁護士   

土屋 真也 氏  

 

・2001年  

東京大学法学部卒業 

・2004年  

司法試験合格 

・2006年  

司法修習終了(59期) 

弁護士登録 

（第一東京弁護士会） 

石嵜信憲法律事務所入所 

・2015年 1月 

ヴァイスパートナー就任 

・2018年 1月 

パートナー就任 

 

奉仕する」を信条とし、経営戦

略・収益戦略を中 

 近年、会社でトラブルを引き起こすいわゆる「問題社員」に対し企業として対

応に苦慮するケースが増加しています。こうした問題社員を放置しては、職場の

雰囲気や生産性の著しい悪化に繋がってしまいます。したがって、企業として

は、当該社員に何らかの対処をしなければなりませんが、どのような場合にどの

ような人事上の対処をすることができるのか、法的な視点や判例を踏まえた上で

実施しなければ、当該社員との間のトラブルが拡大し、逆に訴えられるようなこ

とにもなりかねません。そこで、本講座では、実務的・実践的な内容にフォーカ

スし、問題社員のケース別の対策や注意点等を分かりやすく解説します。 

  



 

 

【プログラム】 

１３：１５  受付開始予定  

１３：３０  開講  「“問題社員”の法的対応と実務対策」 

１６：２０  質疑応答 

１６：３０  閉講 

 

 

 

                                                       

 

 

 

所属・役職名 ご参加者名 メールアドレス 

   

   

   

FAX 048-641-0924(埼玉県経営者協会宛)    

第２回特別セミナー １１月１４日 (火) “問題社員”の法的対応と実務対策 

貴社名                          所属・役職名                                      .  

ご担当者名                             TEL                                          . 

※受講証は発行致しませんので、お申込みの方は当日直接会場へご来場ください。 

※参加者連絡用にメールアドレスは必ずご記入願います。（オンライン切替等の場合は使用します） 

 


